
 

第６期中期計画について 

令和８年１月１６日 

 

 

１ 中期計画とは（地方独立行政法人法第２６条第１項） 

  「地方独立行政法人は、前条第１項の指示（宮城県知事の指示）を受けたときは、中期

目標に基づき、設立団体（宮城県）の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成す

るための計画（中期計画）を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。（略）」 

 

２ 第６期中期計画の作成 

  令和７年度は、第５期中期目標期間（令和４年度から令和７年度まで）の最終年度であ

ることから、宮城県が策定した第６期中期目標を踏まえ、第６期中期計画（令和８年度か

ら令和１１年度まで）を作成する。 

 

３ 宮城県が策定する第６期中期目標 

  宮城県において策定作業を行い、宮城県議会の議決を経て、令和７年１２月１８日付け

病院第３６号で宮城県知事から法人に正式に指示された。 

   

４ 第６期中期計画作成スケジュール（概要） 

１０月下旬から 中期目標（素案）を受け、中期計画案作成作業開始 

１１月１１日  令和７年度第２回監事監査における説明 

１１月１９日  病院運営管理会議の審議、承認 

１２月 １日  令和７年度第２回理事会の審議、承認 

１２月１７日  １１月県議会において第６期中期目標議決 

１２月１８日  県から第６期中期目標を指示 

１２月１９日  県へ第６期中期計画認可申請 

１月１６日  第６３回宮城県立こども病院評価委員会 

  ３月 下旬  ２月県議会において第６期中期計画議決、認可 

 

 

 

 

資料１ 



５ 指標（数値目標）の設定 

 中期目標 中期計画（案） 設定 

１ 
クリニカルパスの適用率を毎年度、６０％以

上とすること。 

クリニカルパスの適用率を毎年度、６０％以

上とする。 
 

２ ― 
退院後２週間以内の退院サマリー作成率を 

毎年度、９０％以上とする。 
 

３ 
成人移行期支援外来受診患者数（実人数）を

毎年度、１５０人以上の実績とすること。 

成人移行期支援外来受診患者数（実人数）を

毎年度、１５０人以上の実績とする。 
 

４ 
成人移行期支援外来受診患者数（延べ人数）

を毎年度、３００人以上の実績とすること。 

成人移行期支援外来受診患者数（延べ人数）

を毎年度、３００人以上の実績とする。 
新設 

５ 紹介率を毎年度、８０％以上とすること。 紹介率を毎年度、８０％以上とする。  

６ 逆紹介率を毎年度、５５％以上とすること。 逆紹介率を毎年度、５５％以上とする。 新設 

７ 
患者満足度調査における総合満足度平均点を

毎年度、４.０点以上とすること。 

患者満足度調査における総合満足度平均点を

毎年度、４.０点以上とする。 
新設 

８ 
医療安全対策に関する全体研修を毎年度、 

２回以上実施すること。 

医療安全対策に関する全体研修を毎年度、 

２回以上実施する。 
 

９ 
院内感染対策に関する全体研修を毎年度、 

２回以上実施すること。 

院内感染対策に関する全体研修を毎年度、 

２回以上実施する。 
 

10 
有期有目的入所者数（実人数）を毎年度、１０

０人以上とすること。 

有期有目的入所者数（実人数）を毎年度、１０

０人以上とする。 
 

11 ― 
有期有目的入所者の割合を毎年度、８０％以

上とする。 
新設 

12 ― 
多職種協働による行事を毎年度、８回以上実

施する。 
新設 

13 
臨床研究実施件数を毎年度、２００件以上と

すること。 

臨床研究実施件数を毎年度、２００件以上と

する。 
 

14 
地域医療研修会を毎年度、１２回以上開催す

ること。 

地域医療研修会を毎年度、１２回以上開催す

る。 
 

15 
療育支援研修会を毎年度、１回以上開催する

こと。 
療育支援研修会を毎年度、１回以上開催する。  

16 ― 
アレルギー疾患連携推進事業講習会を毎年

度、２回以上開催する。 
新設 

17 病床利用率を毎年度、７６％以上とすること。 病床利用率を毎年度、７６％以上とする。  

18 
経常収支比率を毎年度、１００％以上とする

こと。 
経常収支比率を毎年度、１００％以上とする。  

19 
修正医業収支比率を毎年度、７３.９％以上と

すること。 

医業収支比率（修正医業収支比率）を毎年度、

７３.９％以上とする。 
 

20 ― 早期離職率を毎年度、１０％未満とする。 新設 

 


